
秋田県湯沢市 
 
1. 事業内容 
担当課等 湯沢市産業振興部 まるごと売る課 

TEL：0183－73－2111 FAX：0183－79－5057 
助成事業名 湯沢市チャレンジ補助金 
 

2. 助成事業の内容 
助成対象者 将来にわたって市の産業振興や地域活性化のために貢献しようとする者で、次に

該当するもの。 
○ 市内に住所を有する方 
○ 市内の事業所等に勤務する方 
○ 市内に事務所を有する法人 
○ 市内に活動拠点を有する団体 

 
（注１）「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に該当する事業所は、

対象となりません。 
（注２）市税等を完納していることが必要です。 
（注３）1 年に 1 回の申請しかできません。 
 

助成内容 【対象となる事業】 
① 新しい産業分野への進出や新商品開発、観光誘客等へ向けた新たな取組みを

実践する事業など 
② 各種展示会やイベントへの出展、市内でのイベントに対する事業など 
③ 海外市場への進出（出店）や海外での展示商談会、イベントへの出展または

新たな取組みを実践する事業など 
 
【対象となる経費】 

①の事業…報償費、旅費、会場費、負担金、開発費、消耗品費 
      （補助対象経費の全額。ただし、補助金は 50 万円を上限とする。 
       なお、旅費については 1 人当たり 4 万円を上限とし、総額 20 万円を超え

ないものとする。） 
②の事業…旅費、会場費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費 
      （補助対象経費の 4/5 以内の額。ただし、補助金は 50 万円を上限とする。

       なお、旅費については 1 人当たり 4 万円を上限とし、総額 20 万円を超え

ないものとする。） 
③の事業…報償費、旅費、会場費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費 
     事業拠点費 
      （補助対象経費の全額。ただし、補助金は 50 万円を上限とする。 
       なお、旅費については、アジア地域は 1 人当たり 10 万円、その他の地域

は 1 人当たり 15 万円を上限とし、総額 30 万円を超えないものとする。）

 
（注１）他の補助金の交付を受ける事業については、補助対象としません。 
（注２）既存事業として取り組んでいる活動については、事業内容の見直しにより、

先進的かつ新規性を付加する事業に限り、その一部を補助対象とします。

（注３）複数年に渡る事業については、１回の申請しかできません。 
 

助成期間 会計年度内 
助成金額、補助率 ※助成内容に記載 
産業財産権の帰属 補助事業者 
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3. 応募手続き・申請 
募集時期、期間 平成 24 年 4 月～ （随時申請） 
審査（選考）方法 書類審査及びプレゼンテーションによる審査 
申請に係わる必要

書類等 

(1) 補助金交付申請書 
(2) 収支計画書 
(3) 補助事業計画書 
(4) 法人・団体の場合…直近 2 期分の決算書、総会資料等（規約・名簿） 
(4) 個人事業者の場合…直近 2 年分の申告書等の写し 
(5) 市税の納税証明書（完納証明） 
(6) その他参考資料 

支払い方法等 実績による事業確定後に支払い（必要があると認めた場合のみ概算交付有） 
 

4. 実績・資料等 
採択件数、金額 ・平成 21 年度 18 件（金額非公開） 

・平成 22 年度 10 件（金額非公開） 
・平成 23 年度 14 件（金額非公開） うち知的財産取得に係るもの 1 件 
・平成 24 年度 11 件（金額非公開） ※2012 年 11 月現在 

応募件数 ・平成 21 年度 20 件 
・平成 22 年度 20 件 
・平成 23 年度 20 件 
・平成 24 年度 20 件 ※2012 年 11 月現在 相談件数含む 

事業予算規模 1,000 万円 
パンフ等の有無 HP に掲載（※申請要領、申請様式） 

 http://www.city-yuzawa.jp/ 
 

5. 採択に伴う義務 
採択に伴う義務等 ・補助事業実績報告書等の提出 

・補助事業の実施年度の翌年度から 3 年間、補助事業に係る事業操業状況、進捗状

況等について報告を求める場合があります。 
・市における産業等活性化のため、前項の報告書を活用するとともに、必要に応じ

て成果等の事例発表を行っていただく場合もあります。 

 

6. 今後の計画・予定 
計画・予定等 平成 25 年度も本助成事業を実施する。 
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